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1．はじめに
　医学・医療における各分野の専門化・高度化が進み，
そのひとつの結果として人口の超高齢化が達成され，
今後も進展することが想定されている日本において，
社会が求める医師像も変化しつつある．このような状
況の中，日本では，卒前医学教育，卒後臨床研修，専
門医制度において大きな変革が求められ，実際に進行
しているところである．
　例えば，卒前医学教育では，各大学において診療参
加型臨床実習が導入されているが，今後さらなる実質
化が必要とされている．臨床実習で得られた能力を
OSCEにより評価する取り組みは普及しつつあるが，
シミュレーション基盤型医学教育の活用，入学後早期
の医学教育や多職種連携教育の推進，入学者選抜改革，
教育 IR組織の設立，さらには医学教育のデジタル化
（DX）など多くの課題が待ち受けている．2004年に始
まった臨床研修制度は，2020年に卒前卒後の医師養成
のシームレスな接続もひとつの狙いとして，医学教育
モデル・コア・カリキュラムと整合的な到達目標・方
略・評価が作成されるなど，制度開始以来の大幅な変
更が行われたところになる（図1）．新しい専門医制度
は，2018 年からまず 19 の基本領域が開始された．地
域偏在や診療科偏在などの解決も期待されるなか，2
階建て部分に相当するサブスペシャルティ領域が
2022 年度から開始されようとしている．
　このように各段階において医師養成システムが劇的
に変化している最中であるが，いずれにも共通するの
は，超高齢社会に対応しうる全人的医療を実践しうる
人材の育成である．特に，卒前医学教育には，各分野
の専門に偏り過ぎることなく同じ教育目標に向かって
統合することにより，将来の専門分野に関わらずに　
修得しておくべき基本的な診療能力を実践レベルで修
得させる必要性がある．しかしながら，この観点でい
うと，特に臨床教育においてまだ十分に展開できてい
るとはいえず，さらなる変革が必要とされている．

2．  医学生が行う臨床実習における医業についての法的
位置付け等に関連して

　診療参加型臨床実習を推進することにより，医学生
の臨床経験を増やし診療技術を向上させるのみなら
ず，医学生が診療チームの一員として診療に主体性を
持ちながら積極的に参加することで，知識や技術だけ
ではなく，患者の背景や価値感を考慮する必要性など，
全人的な診療に必要な臨床的思考力，実践力を得るこ
となどが期待される．
　一般社団法人全国医学部長病院長会議（AJMC）が
発行している2013年/2019年度の報告書「医学教育カ
リキュラムの現状」によれば，各大学の臨床実習の期
間については，2013 年の平均 53.7 週（最短～最長 40
～78 週）から，平均 64.4 週に（44～88 週）伸びてい
る．結果として，4年次より臨床実習を開始している
大学数が 21 大学から 70 大学に増えている．
　このように臨床実習の量的な充実（期間）が進展し
ている一方で，2018年の厚生労働省の「医学生の臨床
実習において実施可能な医行為の研究」報告書（いわ
ゆる門田（もんでん）レポート）において，診療参加
型臨床実習はまだ質的には十分実質化されていないこ
とをうかがわせる調査結果が報告されている．例えば，
医学生（5年生）を対象に行ったアンケート調査で，
「患者の診察」，「症例プレゼンテーション」「診療録記
載」，「清潔操作」，「手指衛生」は，ほとんどの学生が
経験していたが，「診療計画の作成」を経験した学生は
20％程度，「患者・家族への病状の説明」は 15％程度
にとどまっていた．また，「静脈採血」「静脈路確保」
「各種注射（皮下，筋肉）」などのベッドサイドの基本
手技の実施も過半数には達していなかった．
　このような背景の中，診療参加型臨床実習のさらな
る実質化を推進する目的で2021年5月に「良質かつ適
切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律」が成立，医師法
の改正が行われ，共用試験に合格した医学生は，臨床
実習において医師の指導監督の下，医業を行うことが
できると法的に位置付けられた．ここでは，「医行為を
反復継続する意思をもって行うと医業になる」という
解釈に基づき「医行為」ではなく「医業」という用語
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が使用されている．また，医療安全や医学生保護等の
観点から，医師の指導・監督の下であるとしても，一
定の医業については医師法施行令において除外するこ
とにより医学生は実施できないこととされている．
　この法改正に引き続き，医師法施行令で除外するべ
き医業の検討，及び今後の臨床実習を円滑かつ安全に
実施するための方策の検討を行う目的で厚生労働省主
催で「医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検
討会」が 2021 年 11 月～22 年 1 月にかけて開催され，
その中で医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する
考え方が取りまとめられた．以下，その考え方につい
て概説する．

2.1．  臨床実習において学生が医業を行うことの違法性
阻却の条件について

　 臨床実習で医学生が行う医業に関しては，1991 年
の厚生労働省の「臨床実習検討委員会」最終報告書 （い
わゆる前川レポート）において，違法性が阻却される
ための条件として
①侵襲性がそれほど高くないものに限る
②指導医による指導・監督下
③医学生の能力の事前評価
④患者等の同意
とされている．2018年の厚生労働省の門田（もんでん）
レポートにおいても，この違法性阻却についての考え
方は引き続き妥当である，とされており，「指導医によ
る指導・監督下」に関して，「医学生が医行為（医業）

を実施していることを認識し，かつ必要があれば直ち
に制止・介入できる状況で有り，医師の医行為（医業）
と同程度の安全性を確保」することと明確化された．
これらの報告書における考え方は，臨床実習における
医学生の医業の実施が医師法に位置付けられた現状で
あっても，引き続き妥当であり，この考え方に沿うべ
きとされている．

2.2．患者等の同意について
　診療参加型臨床実習の推進という観点からは，医学
生が行う医業に関する患者等の同意については，特別
な同意取得無しに臨床実習において医学生が医業を行
うことを可能とするのが望ましい，という考え方があ
るが，大学病院や大学と連携している医療施設が，医
学生の教育の場であるという認識が一般の国民に必ず
しも十分根付いているとまでは言えない現状において
は，当面の間，原則として文書により包括同意を取得
する，とされた．現実には，上述のAJMCが発行して
いる2013年/2019年度の報告書「医学教育カリキュラ
ムの現状」によれば，患者からの同意の取得について
は，2013 年の報告では，66 大学にとどまっていたが，
2019年の時点では，すべての大学が口頭または文書に
よる包括同意をとっている．一方で，個々の臨床実習
の現場では，「患者が学生が診療に参加することに同意
しない」「指導する医師が多忙で説明する時間がない」
などの理由による同意取得の困難さが，診療参加型臨
床実習の阻害要因のひとつとなっているとの調査結果

図 1　医学教育モデル・コア・カリキュラムと臨床研修到達目標の共通性

臨床研修の到達目標（卒後）医学教育モデル・コア・カリキュラム（卒前）

医師としての基本的価値観
（プロフェッショナリズム）
１ 社会的使命と公衆衛生への寄与
２ 利他的な態度
３ 人間性の尊重
４ 自らを高める姿勢

資質・能力

１ 医学・医療における倫理性
２ 医学知識と問題対応能力
３ 診療技能と患者ケア
４ コミュニケーション能力
５ チーム医療の実践
６ 医療の質と安全の管理
７ 社会における医療の実践
８ 科学的探求
９ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢

医師として求められる基本的な資質・能力

１ プロフェッショナリズム

２ 医学知識と問題対応能力
３ 診療技能と患者ケア
４ コミュニケーション能力
５ チーム医療の実践
６ 医療の質と安全の管理
７ 社会における医療の実践
８ 科学的探求
９ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢
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がある．
　今回の法改正に伴い，制度の理解がすすむに従って，
必要に応じた同意を患者等から得られやすくなること
で，診療参加型臨床実習が促進されることが期待され
る．さらに，将来的に患者や社会の理解が進んだ場合，
現在の臨床研修医と同様に，一般的な処置については
特別な同意取得の必要なく診療参加型臨床実習におい
て行うことを可能とすることが望ましいが，その実現
のためには，医療関係者，医療行政，教育行政等によ
る継続的周知活動により国民より制度に対する信頼を
得ることが不可欠と思われる．
　当然のことながら，ある程度以上の侵襲的な行為に
ついては，医学生としての修得の必要性を十分検討す
るとともに，実施にあたっては個別同意の取得も必要
となる．また，医学生が医業を行う上では，医学生で
あることを患者が認知できるよう，名札等により明示
することが重要である．

2.3．臨床実習において医学生が行う医業について
　臨床実習で医学生が行う医業に関しては，前川レ
ポートでは，「実施が許容されるもの 水準 I」，「状況に
よって実施が許容されるもの 水準 II」及び「原則とし
て指導医の実施の介助または見学にとどまるもの 水
準 III」の 3つに分類された．門田レポートにおいて
は，例示として，医師養成の観点から「臨床実習中に
実施が開始されるべき必須項目」及び「臨床実習中に

実施が開始されることが望ましい推奨項目」の 2つに
分類されている（表 1）．門田レポートにおいては，あ
くまで「実施が開始」であり「修得」（単独で実施が可
能）とされているわけではない．また，行ってはなら
ないものについては特に設けられていない．
　今回の検討会においても，医行為を行う場面や患者
の状況，医学生のレベル等によって安全性は異なるこ
とから，数多くある様々な医業の中から医学生が行う
べきでない医業を個別に列挙することは困難であり，
一律に除外することはむしろ適切ではないとされ，
①各大学の医学教育や臨床実習の統括部門が学生が行
う医業の範囲を明確にすること
②各大学の医学教育や臨床実習の統括部門が定めた医
業の範囲を遵守すること
③実際に医学生が定められた医業を行うかどうかにつ
いては，現場で指導・監督を行う医師が，患者の状況
や医学生のレベル等を勘案し決定すること
が適当である，とされた．
　各大学が臨床実習で医学生が行う医業の範囲につい
て定めるにあたっては，門田レポートに例示されてい
る医業（医行為）が未だに十分に行われているとはい
えないとみなされており，現時点で変更する必要性は
ないと考えられることから
④門田レポートの例示を参考とすること
も推奨されている． 
　また，処方箋の交付については，処方箋が医療施設

表 1　医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究報告書 “ 門田レポート ”
医師養成の観点から医学生が実施する医行為の例示（抜粋）

必須項目 
臨床実習中に実施が開始されるべき医行為

推奨項目 
臨床実習中に実施が開始されることが望ましい医行為

・診療計画の作成 ・患者・家族への病状の説明
・医療面接 ・創傷処置
・バイタルサイン ・電気ショック
・診察 ・気管挿管
・診療記録記載 ・健康教育
・静脈採血
・末梢静脈路確保
・注射（皮下・筋）
・予防接種
・清潔操作
・手指消毒
・ガウンテクニック
・皮膚縫合
・超音波検査（心血管）
・超音波検査（腹部）
・心電図検査
・微生物学的検査（Gram 染色含む）
・病原体抗原の迅速検査
・一次救命処置
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外で使用されることも多いことから，医学生が行うべ
きでなく，医師法施行令で除外すべき医業である，と
されている．
　診療参加型臨床実習は，単に侵襲的な手技を早期に
経験させることを意図しているわけではないことには
留意が必要である．むしろ，病態，診断，治療，予防
などについての十分な医学知識に基づき，個々の患者
にどのようにその知識を応用・適用させるか，という
臨床的思考力と実践力を涵養することを主たる目的と
すべきであり，その意味で，今後は，現状実施が十分
にはなされていないと考えられている「診療計画の作
成」や「患者・家族への病状の説明」などを医業とし
て実施できるような設計が重要であるとともに，継続
的な状況のモニターやその成果（医学生や研修医の能
力の向上）をみていく必要性がある．

3．今後の展望
実践的臨床実習前教育の充実
　診療参加型臨床実習を十分に活用するためにはいう
までもなく，臨床実習前に十分な能力を身につけてお
く必要がある．医学科入学後，臨床実習開始までの期
間は限られておりそこを延長することはむしろ本末転
倒になるため，効率的でかつ有効性の高い臨床実習前
教育プログラムの導入が望まれる．基礎系も含めた専
門分野の統合的教育プログラムの充実に加え，本誌の
別稿でも詳細に述べられているシミュレーション基盤
型教育やAR/VRや ICTなどのデジタル技術を活用し
た未来志向の新しい教育手法の活用が解決策のひとつ
となるかもしれない．

医学生の安全管理
　充実した臨床実習の実現のためには，現場で診療に
参加する医学生の安全を担保する必要性がある．医学
生にとっては，感染管理，医療安全の知識と技能の修
得はもちろん，放射線被曝の知識も今後ますます重要
となる．実際に指導する医師と同レベルの知識，技能
が必要となるし，医学部，病院としては，教職員と同
等の管理が必要とされるようになる．

臨床実習における指導にあたる医師について
　臨床研修や専門医制度においては，それぞれ資格を
もった臨床研修指導医や各専門領域の学会が認定する
専門領域の指導医が存在し，指導にあたっている．診
療参加型臨床実習においても大学病院や連携する医療
施設において指導担当の医師の質を担保するための資

格の必要性が議論されている．
　一方で，充実した臨床実習を実施するためには，質，
量ともに十分な指導担当の医師が必要とされるが，
AJMCの 2013 年/2019 年度の報告書「医学教育カリ
キュラムの現状」では，指導教員が不足していると考
えている大学は，2013年，2019年ともに多数であった
（73 → 69 大学）．また，指導教員の負担が大きいと考
えている大学も多数をしめており（59→ 64大学），指
導を担当する医師の不足，負担の増大は大きな課題と
思われる．医師の働き方改革が必要とされる中で非常
に難しい課題ではあるが，十分に学生の教育に時間を
充てることができるような職場環境の整備が必要であ
り，また臨床実習の指導が教育業績として十分に評価
される必要性もある．

4．まとめ
　社会の変化に対応しうる医師の養成が求められてお
り，卒前の臨床教育も大きな変革，さらなく充実が求
められている．その中で，医師法の改正が行われ，医
学生が診療参加型臨床実習において医業を行うことが
法的に位置付けられることとなった．今回の制度改正
に伴い診療参加型臨床実習の充実がはかられることが
期待されるが，指導を担当する医師の負担など解決す
べき課題も未だ数多いのが現状である．
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